
別記 農用地利用計画　新潟市中央区

   (1)  農用地区域

       ア　現況農用地等に係る農用地区域

下表の「区域」欄に掲げる区域内に含まれる土地のうち「除外する土地」欄に掲げる土地ならびにこれ以外の土地であって、現況

公衆用道路、用悪水路、公園、境内地、墓地、軌道敷地、鉄塔敷地及び河川、池沼、ため池であるものを除いた土地を農用地区域とする。

地区・区域

番号・名称

A1 清五郎 371-1 362 362 410-1 410-2 清五郎 416の一部 A1-01

419-1 418-1 416の一部 470-1 424-1

を順次結んで囲まれた区域。

清五郎 47-3 47-2 40-1 91-1の一部 84 清五郎 78-1 90の一部 A1-02

83-1 51 91-1の一部

を順次結んで囲まれた区域。

長潟 1011の一部 1135-2 1135-3 1116 1125 A1-03

1119-2 1075 1021 1015-2

を順次結んで囲まれた区域。

鐘木 325-3 193-1 197-1 321-1 A1-04

を順次結んで囲まれた区域。

清五郎 438-1 436-1 460-1 459-4 472-4 A1-05

476 鍋潟新田 782 649-1 645-2 571-1

565-1 725-1 724-1 鐘木 176-1

を順次結んで囲まれた区域。

清五郎 211 212-1 207-2 A1-06

を順次結んで囲まれた区域。

A2 姥ケ山 333-1 1649 1696 457 山二ツ 山二ツ 292-2 299-6 A2-01

114-1 1341 1350 1351-1 1360 1376

1384 1387 1390 1401-1 292-1 443

1433 1422 1423 1412 1437 448

530 566 621 665-1 656-1 645-2

610-2 617-1 525-2 450-2 454-2 454-1

405-1 305-1 261-4 260-6 127-1 姥ケ山

539-1 548 554 501 499 455-1

420 374-2 368-1 364-2 鵜ノ子 1016

姥ケ山 319-1 323-1 362-1 372 377-1

357-1 327-2 331-1 332-1

を順次結んで囲まれた区域。

鵜ノ子 1020 A2-02

鵜ノ子 883-1 883-2 A2-03

区域 除外する土地 備考



地区・区域

番号・名称
区域 除外する土地 備考

A2 鵜ノ子 883-3 883-4 884-1 885-2 A2-04

鵜ノ子 880-1の一部 880-2の一部 881-1の一部 鵜ノ子 880-1の一部 880-2の一部 A2-05

881-1の一部

鵜ノ子 881-1の一部 876 887-4 890 898 鵜ノ子 878-1の一部 879-1の一部 A2-06

891 895-2 842-1 853-2 880-1の一部 880-2の一部 881-1の一部

を順次結んで囲まれた区域。

鵜ノ子 823-1 824-1 825-1 A2-07

鵜ノ子 1037 A2-08

姥ケ山 525-1 山二ツ 74-1 姥ケ山 526-1 A2-09

を順次結んで囲まれた区域。

※上記の表に用いた地番は、令和3年1月１日

現在である。


